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注目トピックス 
01｜リスキリングとは何か 
世間で「リスキリング」という言葉が話題になっていま
す。用語の解説をするとともに関連する助成金や今後の
企業経営への影響について説明します。 

 

 

特集 
02｜4 月からの割増率上昇と 

固定残業制度見直しについて 
2023 年 4 月から中小企業における月 60 時間超の時間
外労働に対する割増率が 50%に上昇します。それに合
わせて、一部の企業では固定残業制度自体を見直す必要
性に迫られています。 
 
 
 
03｜出産・育児関係給付等の今 
岸田首相が少子化対策強化を発表しましたが、2023 年
度より出産育児一時金が 50 万円に増額する予定です。
その他、現在の出産・育児に関する給付や免除措置を改
めて解説します。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

話題のビジネス書をナナメ読み 
04｜戦略コンサルタントが大事にしている 

目的ドリブンの思考法（ディスカヴァー・ 
トゥエンティワン） 

人々が携わっている仕事は膨大な種
類があり、「どんな仕事ですか︖」
という問いには誰でも答えられま
す。しかし、「その仕事は何のため
にやっているのでしょうか︖」とい
う「目的」の問いには、答えられる人の数はぐっと減
ります。筆者は仕事で行われる作業そのものに意味が
あるわけではなく、それを通じて生まれる「価値」「目
的」に意味があると述べています。例えば、会議の議
事録を作ることに価値はありませんが、その議事録を
読んで会議に参加していない人にも情報共有できて、
初めてその仕事に価値が生まれるのです。 
目的は「バラバラな人々の集団を一つの組織として方
向づける」と筆者は説明しています。そもそも組織の
人々は価値感や嗜好性、キャリアや好き嫌いなど様々
で常にまとまりを失う可能性があります。そのベクト
ルを束ねるために目的は設定されることで共通軸とな
り、前述した議事録の例のようにどんな仕事にも目的
があることを組織が意識した時、企業の目的が階層別
に設定されていくということを意味しています。志や
想いの部分以外の組織論としての目的を学びたい方
に、組織のリーダーに特におすすめしたい一冊です。 
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リスキリングとは 
リスキリング（re-skilling）とは「新しい職業に就くた
めに、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な
変化に適応するために、必要なスキルを獲得すること
（させること）」をいいます。新型コロナウイルス騒動
以降、社会の変化により今までの技術（スキル）が役に
立たなくなることに備えて就労者が自ら学び直す（ある
いは企業が従業員に研修を受けさせる）場面で使われて
います。特に社会のデジタル化に向けた DX 人材育成の
場面で使われることが多いようです。 
 
例えば Amazon では、倉庫作業員などの非技術系人材
を技術職に移行させる「アマゾン・テクニカル・アカデ
ミー」を社内研修プログラムとして実施していますが、
これは、「今後倉庫内で人が働く必要がますます無くな
っていく」ことを示唆しています。 
 
リスキリングを働く人の目線、雇う側の目線でわかりや
すく説明するならば、以下のように表現できるでしょう。 
 
就労者 の
目線 

社会の変化により自分の技術や経験が
陳腐化した時に減給となったり職を失
ったりしないように新しいスキルを身
につけること 

雇う側 の
目線 

社会の変化により新たに必要となる技
術（あるいは必要でなくなる技術）につ
いて見極め、研修実施により人材価値を
高めていくこと 

 
助成金制度 
リスキリングに関連した助成金として以下のものがあ
ります。デジタル分野や SDGs 方面のジャンルに対する
研修に対する助成制度が今後も充実していくものと予
想されます。 
 

【人材開発支援助成金】 
事業展開等リスキリング支援コースでは、企業の持続的
発展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により
新たな分野に展開する、またはデジタル・グリーンとい
った成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を図る
ための事業展開に伴う人材育成費用の一部が助成され
ます。 
 
人への投資促進コースでは、デジタル人材・高度人材を
育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練
（サブスクリプション型）等を実施した場合に、訓練経
費や訓練期間中の賃金の一部等を助成されます。 
 
日本の解雇規制との関係 
パンデミックによって、消費、物流、教育、労働環境そ
の他様々な場面で社会のあり方が変わってきました。今
回のコロナ騒動でも例えば旅行業や飲食業など一部の
業種は大きな影響を受けましたが、日本の強い解雇規制
（と雇用調整助成金）により業績の落ち込んだ企業にお
いても雇用流動化が阻害されています。 
 
この解雇規制があるかぎり、リスキリングは「自社の社
員の雇用を維持しつつ（解雇せず）、何とか新しい時代
に対応できるスキルを身につけさせるよう再教育する」
という文脈でしか語られづらいものになりますが、本来
のリスキリングは「社会全体として時代に合わせた再教
育をし、労働力の流動性を高めて労働需給・雇用の全体
を最適化していく」というもっと大きな枠組みで対応す
べき課題である、という見方もあります。 
 
企業がいくらリスキリングの号令を掛けたとしても、そ
れをしないと大きな不利益になる状況でなければ労働
者の学習意欲は喚起されないかもしれません。 

リスキリングとは何か 世間で「リスキリング」という言葉が話題に
なっています。用語の解説をするとともに、
企業として具体的な取り組み方法を紹介し
ます。 
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はじめに 
2023 年 4 月 1 日から中小企業の月 60 時間超残業に
対する割増率が 25%から 50%に引き上げられます。
この引き上げに伴い、かつて未払い残業代対策として普
及し、多くの企業で採用されている「固定残業制度」に
ついても一部の場合に見直す必要が出ています。 
 
以下、割増率引き上げに伴い固定残業制度をどのように
変えていくべきかについて解説します。 
 
対象となる中小企業 
今回の引き上げの対象となる中小企業は以下の表のと
おりです。この表に該当しない企業については、現時点
で既に割増率を 50%以上に引き上げておかなければな
りません。なお、この基準は本社・支社などの「事業所
単位」でなく、「企業単位」で判定します。 
 

業種 
資本金の額また
は出資の総額 

常時使用する労
働者数 

小売業 5,000 万円以下 50 人以下 
サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 
卸売業 1 億円円以下 100 人以下 
上記以外のそ
の他の業種 

3 億円円以下 300 人以下 

 
 
今回見直しが必要な固定残業制度 
今回の割増率引き上げに伴い見直しが必要な固定残業
制度は、「見込み残業時間数を 60 時間超に設定してい
る制度」です。下記の例の通り、60 時間を超える割増
率を 50%に読み替えて再計算する必要があります。 
 

例︓基本給 22 万円、月間 80 時間の残業を見込んでいる
固定残業制度の場合 
※残業単価計算に用いる所定労働時間数は 173 

◆従来のルールにおける固定残業制度 

基本給 
残業単価※ 
(割増率) 

見込み 
残業時間 

固定 
残業手当 

220,000 1,590(25%) 80 127,200 
よって、80 時間分の固定残業代は 127,200 
 
◆2023 年 4 月以降のルールにおける固定残業制度 

基本給 
残業単価※ 
(割増率) 

見込み 
残業時間 

固定 
残業手当 

220,000 1,590(25%) 60 95,400 
 1,908(50%) 20 38,160 
  合計 133,560 

よって、80 時間分の固定残業代は 133,560 
 
または固定残業手当額を変えないとした場合、その分残
業見込み時間を短く設定する必要があります。 
 
見込み残業時間の妥当性 
前述の計算上は制度の見直しによる割増賃金の支払い
増価額は多くないように見えますが、今回の引き上げに
おいてはむしろ「月 60 時間超の残業は割増率を倍増さ
せるほど問題視されること」に注目すべきでしょう。 
 
実際、時間外労働の法定上限(原則として月間 45 時間、
年間360時間)を超える設定の固定残業制度は労働基準
監督署の調査や裁判などで問題視されることが増えて
きました。つまり、「法定上限を超えることを前提とし
ている制度そのものに違法性がある」という見方をされ
得るということです。 
 
固定残業制度の見込み残業時間が長い場合は、今回の割
増率引き上げを機にできれば月 30 時間（年間法定上限
360 時間÷12 ヶ月）程度に改めたいところです。 

4 月からの割増率上昇と 

固定残業制度見直しについて 

2023 年 4 月から中小企業における月 60 時間
超の時間外労働に対する割増率が 50%に上昇
します。それに合わせて一部の企業では固定残
業制度自体を見直す必要性に迫られています。 
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1.出産育児一時金 
出産育児一時金は、健康保険制度からの出産費用補助を
目的とした給付で、現在は被保険者及びその被扶養者が
出産した時に 1 児につき 42 万円が支給されます。（産
科医療補償制度に未加入の病院等で出産した場合は
40.8 万円） 
 
なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数
分だけ支給されますので、双生児の場合は、2 人分が支
給されることになります。 
 
この給付において「出産」とは、妊娠 85 日（4 ヶ月）
以後の生産（早産）、死産（流産）、人工妊娠中絶を含み
ます。正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は
健康保険による診療（療養の給付）の対象からは除かれ
ますが、出産育児一時金の対象にはなります。 
 
この出産育児一時金が 2023 年 4 月から 50 万円に増
額される予定です。 
 
なお、この出産育児一時金については直接支払制度（出
産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直
接支払う制度）を利用することが一般的となっておりま
すが、一時金増額に合わせて医療機関の分娩費用が値上
げとなる可能性もあるため、出産家庭の実質的なメリッ
トがどのくらいになるかは不明です。 
 
2.出産手当金 
出産手当金は、出産前後の休業による収入減の補填とし
て健康保険制度から被保険者に対して支給されるもの
で、出産の日（実際の出産が予定日後のときは出産の予
定日）以前 42 日目（多胎妊娠の場合は 98 日目）から、
出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休ん
だ期間について支給されます。 
 

出産手当金は被保険者が出産した場合のみの給付で、被
扶養者の出産に対しては支給されません。出産手当金は、
休む前の給与のおよそ 3 分の２が支給されます。 
 
3.育児休業給付 
育児休業給付は、育児休業による収入減を補填するもの
として雇用保険制度から被保険者に対して支給される
もので、原則として出産後 57 日目から子が 1 歳になる
までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されま
す。男性（父親）もこの給付の対象となり、男性の場合
は子の出生日以降産後 8 週までの期間について出生児
育児休業給付金として受給することができる他、配偶者
と同時に産後 57 日目以降も育児休業給付を受給するこ
とができます。 
 
また、保育所等に入所できないなどの事情がある場合、
育児休業給付は最大２歳まで延長されます。なお、育児
休業給付の金額について、当初 6 ヶ月は休む前の給与の
およそ 3 分の 2、その後は休業前給与のおよそ 2 分の 1
となります。 
 
4.社会保険料免除 
前述の出産手当金支給対象期間（産前 42 日から産後 56
日）及び育児休業給付支給対象期間（産後 57 日〜原則
子が 1 歳まで。育児休業を延長した場合は延長期間含
む）について、申請により社会保険料が免除となります。 
 
5.養育期間の従前標準報酬月額 

のみなし措置 
子が 3 歳までの間、子育てのため時短勤務などを行い、
その影響で月額給与が下がり社会保険の標準報酬月額
が低下した場合、被保険者が任意に申し出ることで「子
どもを養育する前の標準報酬月額」に基づく年金額を受
け取ることができる措置です。

出産・育児関係給付等 

の今 

岸田首相が少子化対策強化を発表しましたが、
2023 年度より出産育児一時金が 50 万円に増
額する予定です。その他現在の出産・育児に関
する給付や免除措置を改めて解説します。 


